
議案第１０号 

 

   北名古屋市基金条例の一部改正について 

 

 北名古屋市基金条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものと

する。 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

              北名古屋市長 太 田 考 則 

 

 

   提案理由 

 

 この案を提出するのは、公共施設建設整備基金を公共施設の適正化の推

進に資するため設置目的に除却を加えるとともに、森林環境譲与税を効果

的に活用するための基金として、森林環境整備基金を創設するため、本条

例の一部を改める必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   北名古屋市基金条例の一部を改正する条例 

 

北名古屋市基金条例（平成１８年北名古屋市条例第６４号）の一部を次

のように改正する。 

第２条の表公共施設建設整備基金の項中「建設及び大規模改修」を「建

設、大規模改修及び除却」に改め、同表都市計画事業基金の項の次に次の

ように加える。 

森林環境整備基金 国産木材の利用促進や普及啓

発等のための資金に充てる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。



 北名古屋市基金条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（名称及び設置目的） 

第２条 本市が設置する基金の名称及び設置目的は、次の表のと

おりとする。 

名称 設置目的 

略 

公共施設建設整備基金 公共施設の用地取得、建設、

大規模改修及び除却の資金に

充てる。 

略 

都市計画事業基金 都市計画事業の資金に充て

る。 

森林環境整備基金 国産木材の利用促進や普及啓

発等のための資金に充てる。 

略 
 

（名称及び設置目的） 

第２条 本市が設置する基金の名称及び設置目的は、次の表のと

おりとする。 

名称 設置目的 

略 

公共施設建設整備基金 公共施設の用地取得、建設及

び大規模改修の資金に充て

る。 

略 

都市計画事業基金 都市計画事業の資金に充て

る。 

略 
 

 


